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　5年以上無事故無違反で、5年間に 3回以上の交通安全講習会を受けた場合、表彰を受けることができ
ます。この表彰を受けた優秀（良）運転者が、交通事故等により運転免許の行政処分を受けることとなっ
た場合は、処分を優遇されることがあります。
　表彰の種類は次のとおりです。全て自己申告制ですので、確認のうえ、申請してください。

表彰の種類および条件 表彰申請の
手続き

表彰の種類 運転経験・無事
故無処分の期間

無違反の
期間 表　彰　歴 受付期間

優 良 賞 5年以上 5年以上

－

毎　日
（ ただし、土・
日曜日、祝日
は除きます。）

優 秀 賞 10年以上 5年以上

優良運転者銅賞 15年以上 5年以上
5月 2 日（月）

～
6月30日（木）
（ ただし、土・
日曜日、祝日
は除きます。）

優良運転者銀賞 20年以上 5年以上 優良銅賞受賞後 2年以上

優良運転者金賞 25年以上 5年以上 優良銀賞受賞後 2年以上

優秀運転者銀賞 30年以上 5年以上 優良金賞受賞後 5年以上

優秀運転者金賞 40年以上 10年以上 優秀銀賞受賞後 5年以上

申請は…
総務課
各総合事務所生活福祉Ｇ
越前交通安全協会（越前警察署内）

で受付けています。

申請に必要な書類
●申請書1通
● 自動車安全運転センター
発行の「無事故無違反証
明書」1通
（発行日から 3カ月以内のもの）

※ 証明書交付には 630 円が
必要です。

優良運転者表彰を受けましょう
■問合せ　総務課　☎ 47－8000
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戦後強制抑留者の皆様へ
税関では、 お預かりしている

次の通貨・証券などをお返ししています。


